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年末年始無災害運動における建設業一斉監督の実施結果について 

１８９作業現場に対して監督指導を実施 

 

 

厚生労働省山梨労働局（局長 島浦 幸夫）では、年末年始無災害運動の一環として、

平成２５年１２月２日から１６日までの間、建設工事現場に対する集中的な監督指導を

実施しました。結果は次のとおりです。 

１ 監督指導の結果（詳細は別紙参照） 

○ 管下労働基準監督署（甲府、都留、鰍沢）が監督指導を実施した建設工事現場数は 

１８９現場。 

○ １８９現場のうち、労働安全衛生法（以下「安衛法」という。）に関する違反が認め

られたものは、１０１現場（５３．４％）。 

○ 安衛法違反が認められた１０１現場に対し、是正勧告（違反事項を是正する旨の指導）

を行ったほか、このうち死亡災害等の重篤な労働災害につながる危険性の高い法違反の

あった１１現場に対しては、当該違反が是正されるまで、立入禁止及び変更命令の行政

処分を行った。 

○ 違反の内容をみると、元方事業者が関係請負人を適切に指導していないものが３６現

場と最も多く、ついで、高さ２メートル以上の作業場所からの墜落防止措置が適切に講

じられていないものが２９現場あった。 

○ １０１現場のうち８８現場において、また立入禁止等の行政処分を行った１１現場の

うち１０現場において是正されたことを確認した（１２月１９日時点）。残る現場につ

いても、速やかに違反事項が是正されるよう、関係事業場を指導している。 

２ 労働災害防止対策の徹底について 

 建設工事現場における安衛法違反については、死亡災害の発生等重大な労働災害につ

ながる危険性が高いことから、引き続き建設工事現場に対する重点的な監督指導を実施

し、労働災害防止対策の徹底を図っていくこととしています。 

 また、今回の結果を踏まえ、発注機関及び関係団体に対し、別添１及び別添２により

労働災害防止対策の徹底について要請を行いました。 
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別記別添１の４団体の長 殿 
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建設工事現場における労働災害防止対策の徹底について 

 

日頃より、労働行政の推進に当たり格別の御配慮を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、山梨労働局においては、平成２５年１２月２日から１６日までの間、管内建設

工事現場に対し集中的な監督指導を行ったところ、監督指導実施現場のうち５３．４％

において労働安全衛生法違反が認められました。 

平成２５年の労働災害発生件数は前年より増加傾向にあり、より一層の安全管理の徹

底が求められるところです。 

このような状況を御理解いただき、元方事業者に対して、特に墜落・転落災害の防止

及び下請事業者に対する適切な指導について管理を行っていただきますようお願いいた

します。 

なお、法違反の概要を添付いたしますので、指導に当たり御活用下さい。 
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別記別添２の６団体の長 殿 
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建設工事現場に対する労働災害防止対策の徹底について 

 

日頃より、労働行政の推進に当たり格別の御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、山梨労働局においては、平成２５年１２月２日から１６日までの間、管内建設

工事現場に対し集中的な監督指導を行ったところ、監督指導実施現場のうち５３．４％

において労働安全衛生法違反が認められました。 

平成２５年の労働災害発生件数は前年より増加傾向にあり、より一層の安全管理の徹

底が求められます。 

本年の法違反の概要は別紙のとおりですので、関係事業場に対し周知いただくととも

に、特に下記事項に御留意の上、事業場における安全管理の徹底を図っていただきます

ようお願いいたします。 

 

記 

 

１ 墜落・転落災害の防止 

 特に、墜落等による重篤な災害が発生するおそれが高いとして立入禁止等を命じた

現場が増加している。 

 高所からの墜落・転落災害は、死亡等重篤な災害に直結する可能性が非常に高いこ

とから、手すりの設置や安全帯の確実な使用といった墜落防止対策を徹底して行うこ

と。 

 

２ 元方事業者による下請事業者への適切な指導 

 監督指導を実施した建設工事現場の１９．０％において、元方事業者が関係請負人

に対し、法令に違反しないための必要な指導を適切に行っていなかった。 

  建設工事現場においては、複数の事業者による作業が混在しており、工事の一部を

請け負う下請事業者単独では十分な労働災害防止対策を講じることが困難な場合があ

るので、工事全般について大きな権限と責任を有する元方事業者が、下請事業者を適

切に指導することにより、元方事業者と下請が一体となって労働災害の防止に努める

こと。 



 

 

               

別記 

 

別添１ 

 国土交通省関東地方整備局 甲府河川国道事務所 

 国土交通省関東地方整備局 富士川砂防事務所 

 農林水産省林野庁関東森林管理局 山梨森林管理事務所 

 山梨県 

 

別添２ 

 社団法人 山梨県建設業協会 

 社団法人 山梨県治山林道協会 

 社団法人 山梨県土地改良協会 

 一般社団法人 山梨県労働基準協会連合会 

 建設業労働災害防止協会山梨県支部 

 公益社団法人 建設荷役車両安全技術協会山梨県支部 

 

 


